
参加者総数回数開催期間市　町

１７２名２０回平成１８年５月１１日
　　　～５月２１日相模原市

１９２名１２回平成１８年５月９日
　　　～５月１９日城山町

で歩道整備が済んでいない道路が
あるが、合併後の方向性について
聞きたい。
土木部会
　合併後速やかに全市的に歩道整
備計画を策定する必要があると考
えている。
城山町委員
　城山町の小・中学校では、縄文
時代の体験学習や独自の合唱祭等
を行っているが、こうした特色の
ある取り組みを引き続き行うこと
ができるのか。
学校教育部会
　相模原市でも各学校が地域や実
態に応じて学校づくりを進めるこ
とを大事にしている。合併後も特
色ある取り組みは尊重されると考
えている。
城山町委員
　老朽化が進んでいる小・中学校
の校舎や体育館等の合併後の対応
について聞きたい。
教育総務部会
　相模原市では３０年経過した校舎、
２０年経過した屋内運動場で老朽化
した施設については大規模改造な
どで対応しており、合併後におい
ても財政状況を勘案しながら大規
模改造や改修に取り組んでいきた
いと考えている。
城山町委員
　小倉地区は合併まちづくり計画
で、新たな産業の拠点として位置
づけられているが、合併後の土地
利用はどのように進められるのか。
都市部会
　（仮称）城山インターチェンジ
の周辺地区は、将来、交通の利便
性が高まることから、その地域特
性を活かした新たな産業の拠点と
して位置づけている。今後の土地
利用のあり方については、合併ま
ちづくり計画などの考え方を基本
として、新市の総合計画や都市計
画マスタープラン策定の中で、住
民の意見を伺いながら検討してい
きたい。
城山町委員
　地域自治区は平成２３年３月で設
置が終了ということだが、そのと
きの都市内分権と地域自治区との
関連はどうなっているのか。また、
都市内分権により区域変更はある
のか。
事務局
　相模原市では、昨年度、２地区
でモデル事業を実施し、本年度も
新たに２地区を指定する予定であ
る。これらの結果と行政分権との
結果を踏まえて、平成２３年３月ま
でに都市内分権のあり方やその区
域などを検討していきたいと考え
ている。
城山町委員
　合併後、防災無線の取扱いはど
のようになるのか。
総務部会
　防災行政用無線は２種類あるが、
避難所や行政の各課などに配備し、
防災関係機関と情報交換するため
の行政の移動無線については、本
年度、旧相模原市・津久井町・相
模湖町の整備を予定しており、城
山町と藤野町が合併した場合には

同様に整備していく予定である。
　また、防災行政用同報無線であ
る相模原市のひばり放送について
は、合併に伴って、１市１波とい
う無線の周波数になるので、でき
るだけ早い時期に整備を進めてい
きたい。

城山町委員
　城山町の町営住宅は老朽化が進
み、一部取り壊しも行われ、高層
化を検討するような状況になって
いるが、合併後の住宅対策はどの
ように進められるのか。

建築部会
　公営住宅の高層化や集約化につ
いては、新市の総合計画の策定と
併せ、市の住宅基本計画の見直し
の中で、どうあるべきかを検討し
ていきたい。

城山町委員
　城山町では、里山・谷戸環境保
全推進事業、遺跡公園整備事業、
エコミュージアム推進事業などと
季節の花をつなぎ合わせて事業を
進めていきたいという考えがある
が、新市にはどのように引き継が
れていくのか。

生涯学習部会
　町全体を一つの博物館に見立て
て、地域の自然環境、歴史、文化
遺産などを保存、復元していくエ
コミュージアム推進事業など、城
山町で行ってきた伝統的行事、文
化財の保護・活用については、地
域協議会などの意見も踏まえ、原
則、継続して行っていくことにな
る。

城山町委員
　城山町には、小さな商店なども
あり商業の活性化が課題となって
いる。合併まちづくり計画の主要
事業には、「にぎわいのある商店
街づくりの支援」とあるが、今後
の商業活性化に対しての支援や基
盤整備をどのように考えているの
か。

経済部会
　相模原市でも、大型店の出店な
どにより、城山町と似ている状況
がある。商業の活性化を図るため
には、商店会や商店街の結束力を
高めていく必要があることから、
現在、商工会議所を含めて話し合
いを進めており、合併後は城山町
の関係者にも参画いただき、でき
るだけ早い時期に具体的な活性化
策をまとめていきたい。

城山町委員
　現在、城山町は津久井警察署の
管轄であるが、町民の一部には相
模原北警察署の管轄にしていただ
きたいという要望がある。その可
能性はあるのか。

市民部会
　本年４月に相模原北警察署が市
内４番目の警察署としてオープン
したが、津久井警察署の管轄範囲
は、変更ないだろうと聞いている。

城山町委員
　幼稚園、保育園などに勤務して
いる臨時職員を含めた職員数は、
合併後どのようになるのか。

総務部会
　合併後の職員配置については、
今後、各職場の実態把握をした中
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報告第１０号　市町における住民説明
会及びパブリック・コメント（相模
原市実施）における意見について

　　　　　　　　　　　　　　　　
住民説明会の開催結果
　相模原市、城山町でそれぞれ実施
した住民説明会における主な意見等
について報告されました。

城山町との合併についてのパブリッ
ク・コメントの結果
　相模原市が実施したパブリック・
コメントの結果について報告されま
した。
〈実施概要〉
　１　意見の募集期間
　　平成１８年５月１日（月）から
　　　　　　５月２２日（月）まで
　２　意見提出状況　４人（８件）
●住民説明会における主な意見等及
　びパブリック・コメントの結果に
　ついては、４面をご覧ください。
　また、パブリック・コメントの
結果は、市のホームページ、広域
行政推進課、行政資料コーナー（市
役所本庁舎、津久井・相模湖総合
事務所）、各出張所・公民館、津
久井文化福祉会館、相模湖交流セ
ンターでもご覧いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第３３号　相模原市・城山町合併
市町村基本計画について（継続協議）

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　合併市町村基本計画（素案）に
対して行った意見募集の結果と、
いただいた意見に対する合併協議
会の考え方を説明し、神奈川県と
の事前協議等を踏まえた計画の修
正について説明をした後、協議が
行われました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１１号　合併まちづくり計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　協議第３３号と併せて、合併市町
村基本計画との整合性などを考慮
して修正された部分について説明、
報告がされ、承認されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
報告第１２号　合併協定書（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　合併協定書（案）について報告
がされ、承認されました。

そ の 他　　 そ　の　他 　　

（１）今後の予定について
　今後は、「相模原市・城山町合
併基本計画」について、神奈川県
知事との協議を経たうえで合併協
定書への調印を行うことや、法律
に定められた諸手続きの説明があ
りました。
　また、今後も住民の皆様へ合併
に関するお知らせなどを実施して
いく必要があることから、合併の
期日として予定している平成１９年
３月１１日の前日である３月１０日ま
で、本協議会を存続することを確
認しました。

アドバイザーからの一言
吉田アドバイザー
　本日で合併協議が終了し、これ
からの相模原市の姿が具体的なも
のになったことをお喜び申し上げ
たい。感じたことが２点あるので
申し上げる。
　１点目は、計画（プラン）・実
行（ドゥ）・評価（シー）という
仕事の進め方でみると、「合併市
町村基本計画」は、本日決定され
たことにより計画段階が終了し、
これから実行段階となる。効率的
な財政の確立などにより厳しい面
があるかもしれないが、着実に推
進することが大事である。数年後、
新しい相模原市の発展の基盤が、
今回の合併で実現したというよう
な評価が受けられるよう進めてい
ただきたい。
　２点目は、合併の結果として、
政令指定都市への昇格といった新
しい課題が相模原市に投げかけら
れる。この課題は国や県の合意が
必要であり、これまでとは異なっ
た難しさがある。しかし、挑戦す
る価値はあり、是非、相模原市の
創意と意欲と力量を発揮して取り
組んでいただきたい。
　以上の２点について着実に取り
組むことにより、ゆとりのある２１
世紀の新しいタイプの大都市を、
相模原市が実現してくれることを
期待している。

辻アドバイザー
　今まで任意協議会以降、いろい
ろな組み合わせの合併協議会があ
ったが、本日、無事に協議を終え
たことを嬉しく思う。
　これからのまちづくりは、新市
として一体的であると同時にこれ
までの地域特性を活かしていくこ
とが大切である。
　そのためには、政令指定都市と
なり区制を敷くことが非常に重要

で検討していきたい。

アドバイザーからの一言
吉田アドバイザー
　合併基本計画には、まちづくり
の考え方として、協働と分権、効
率的な行財政運営の確立が示され
ており、そのもとでいろいろなプ
ロジェクトや施策が体系化されて
いる。合併によって生まれる人口
７０万という市民の力が最大の資源
になると思うが、計画には、自然、
花、水などを含めて、そういう資
源を活かすような協働と分権を基
軸とした施策、取り組みが示され
ており、新しい相模原の発展の可
能性を強く感じた。ただ、そうい
う方向に進むにはもう一つの効率
的な行財政運営の確立を踏まえる
ことが大切なので、この考え方を
基本に皆さんで新しい大都市づく
りに取り組んでいただきたい。


